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参考資料 

（算定方法による委託代金の額の記載及び例外的な書面の交付方法に関する関係条文等） 

 

○ 下請代金支払遅延等防止法（抄） 

（昭和三十一年法律第百二十号） 

 

（書面の交付等） 

第三条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定

めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を

記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定

められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合

には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者

に交付しなければならない。 

２ （略） 

 

○ 下請代金支払遅延等防止法第 3条の書面の記載事項等に関する規則 

（全部改正 平成 15 年 12 月 11 日公正取引委員会規則第 7号） 

 

第一条 下請代金支払遅延等防止法（以下「法」という。）第三条の書面には、次に掲げる事項を明

確に記載しなければならない。 

①～③ （略） 

④ 下請代金の額及び支払期日 

⑤～⑧ （略） 

２ 前項第四号の下請代金の額について、具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情

がある場合には、下請代金の具体的な金額を定めることとなる算定方法を記載することをもって

足りる。 

３ 法第三条第一項ただし書の規定に基づき、製造委託等をしたときに書面に記載しない事項（以

下「特定事項」という。）がある場合には、特定事項以外の事項のほか、特定事項の内容が定め

られない理由及び特定事項の内容を定めることとなる予定期日を、製造委託等をしたときに交付

する書面（以下「当初書面」という。）に記載しなければならない。 

第二条～第四条 （略） 

第五条 法第三条第一項ただし書の規定に基づき、特定事項の内容を記載した書面を交付するときは、

当初書面との関連性を確認することができるようにしなければならない。 

 

○ 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準（抄） 

（全部改正 平成 15 年 12 月 11 日公正取引委員会事務総長通達第 18号） 

 

第３ 親事業者の書面交付の義務 

１ ３条書面の記載事項 

⑴ ３条書面に記載すべき事項は、「下請代金支払遅延等防止法第３条の書面の記載事項等に関

する規則」（以下「３条規則」という。）第１条第１項に定められており、親事業者は、これ

らの事項について明確に記載しなければならない。 

親事業者は、製造委託等をした都度、３条規則第１条第１項に定められた事項（以下「必要

記載事項」という。）を３条書面に記載し、交付する必要があるが、必要記載事項のうち、一

定期間共通である事項（例：支払方法、検査期間等）について、あらかじめこれらの事項を明
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確に記載した書面により下請事業者に通知している場合には、これらの事項を製造委託等をす

る都度交付する書面に記載することは要しない。この場合、当該書面には、「下請代金の支払

方法等については○年○月○日付けで通知した文書によるものである」等を記載することによ

り、当該書面と共通事項を記載した書面との関連性を明らかにする必要がある。 

⑵ ３条書面に記載する「下請代金の額」は、下請事業者の給付（役務提供委託をした場合にあ

っては、役務の提供。以下同じ。）に対し支払うべき代金の額であり、３条書面には具体的な

金額を明確に記載することが原則であるが、３条規則第１条第２項に基づき、「具体的な金額

を記載することが困難なやむを得ない事情がある場合」には「具体的な金額を定めることとな

る算定方法」を記載することも認められている。この算定方法は、下請代金の額の算定の根拠

となる事項が確定すれば、具体的な金額が自動的に確定することとなるものでなければならず、

下請代金の具体的な金額を確定した後、速やかに、下請事業者に通知する必要がある。 

「具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情」があり、具体的な金額ではなく

「具体的な金額を定めることとなる算定方法」を記載することが認められる場合とは、例えば、

次のような場合である。 

○ 原材料費等が外的な要因により変動し、これに連動して下請代金の額が変動する場合 

○ プログラム作成委託において、プログラム作成に従事した技術者の技術水準によってあら

かじめ定められている時間単価及び実績作業時間に応じて下請代金の総額が支払われる場合 

○ 一定期間を定めた役務提供であって、当該期間における提供する役務の種類及び量に応じ

て下請代金の額が支払われる場合（ただし、提供する役務の種類及び量当たりの単価があら

かじめ定められている場合に限る。） 

⑶ （略） 

２ ３条書面の交付の時期 

⑴ 親事業者は、下請事業者に対して製造委託等をした場合は、「直ちに」書面を交付しなけれ

ばならない。ただし、必要記載事項のうち「その内容が定められないことにつき正当な理由が

あるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の

内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならな

い」とされており、必要記載事項のうち、その内容が定められないことについて正当な理由が

あり記載しない事項（以下「特定事項」という。）がある場合には、これらの特定事項以外の

事項を記載した書面（以下「当初書面」という。）を交付した上で、特定事項の内容が定まっ

た後には、直ちに、当該特定事項を記載した書面（以下「補充書面」という。）を交付しなけ

ればならない。また、これらの書面については相互の関連性が明らかになるようにする必要が

ある。 

⑵ 「その内容が定められないことについて正当な理由がある」とは、取引の性質上、製造委託

等をした時点では必要記載事項の内容について決定することができないと客観的に認められる

理由がある場合であり、次のような場合はこれに該当する。ただし、このような場合であって

も、親事業者は、特定事項がある場合には、特定事項の内容が定められない理由及び特定事項

の内容を定めることとなる予定期日を当初書面に記載する必要がある。また、これらの特定事

項については、下請事業者と十分な協議をした上で、速やかに定めなくてはならず、定めた後

は、「直ちに」、当該特定事項を記載した補充書面を下請事業者に交付しなければならない。 

○ ソフトウェア作成委託において、委託した時点では最終ユーザーが求める仕様が確定して

おらず、下請事業者に対する正確な委託内容を決定することができない等のため、「下請事

業者の給付の内容」、「下請代金の額」、「下請事業者の給付を受領する期日」又は「受領

場所」が定まっていない場合 

○ 広告制作物の作成委託において、委託した時点では制作物の具体的内容が決定できない等

のため、「下請事業者の給付の内容」、「下請代金の額」又は「下請事業者の給付を受領す
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る期日」が定まっていない場合 

○ 修理委託において、故障箇所とその程度が委託した時点では明らかでないため、「下請事

業者の給付の内容」、「下請代金の額」又は「下請事業者の給付を受領する期日」が定まっ

ていない場合 

○ 過去に前例のない試作品等の製造委託であるため、委託した時点では、「下請事業者の給

付の内容」又は「下請代金の額」が定まっていない場合 

○ 放送番組の作成委託において、タイトル、放送時間、コンセプトについては決まっている

が、委託した時点では、放送番組の具体的な内容については決定できず、「下請代金の額」

が定まっていない場合 

⑶ 親事業者は、製造委託等をした時点で、必要記載事項の内容について決定できるにもかかわ

らず、これを決定せず、これらの事項の内容を記載しない当初書面を交付することは認められ

ない。また、下請代金の額として「具体的な金額を定めることとなる算定方法」を３条書面に

記載することが可能である場合には、下請代金の額について「その内容が定められないことに

ついて正当な理由がある」とはいえず、３条書面に算定方法を記載し、交付する必要がある。 

３ （略） 

 

 


